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(57)【要約】
【課題】　携帯端末の現在位置に対応したコンテンツを
詳細な位置に基づいて取得することが可能であるととも
に、利用者がコンテンツに関する情報を登録することが
可能なコンテンツ提供システムを提供する。
【解決手段】　サーバ装置に、コンテンツを記憶すると
ともに、コンテンツに関連付けられ、位置情報と対応付
けて登録された登録情報を記憶しておく。携帯端末が自
身の端末位置情報をサーバ装置に送信すると、送信した
端末位置情報に対応する地図およびその地図の範囲に含
まれる登録情報がサーバ装置から送信されてくるので、
地図情報に登録情報を重ねて表示する。また、地図上に
は、端末位置情報に対応する印が中央に表示される。表
示された登録情報に対して操作を行うことにより、対応
するコンテンツをサーバ装置から取得できる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末が存在する位置に関連するコンテンツを、ネットワークを介してサーバ装置か
ら取得するシステムであって、
　前記携帯端末は、
　当該携帯端末の位置情報である端末位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記端末位置情報を送信する位置情報送信手段と、
　前記送信した端末位置情報に対応する地図情報、および当該地図情報の範囲に含まれる
位置情報と対応付けて登録された登録情報を前記サーバ装置から受信する受信手段と、
　前記登録情報をその位置情報に基づいて前記地図情報上に表示する表示手段と、
　前記地図情報上に表示された登録情報に対応するコンテンツの送信要求を前記サーバ装
置に対して行うコンテンツ要求手段と、
　前記送信要求に従って前記サーバ装置から受信したコンテンツを登録するコンテンツ登
録手段と、を有し、
　前記サーバ装置は、
　提供対象であるコンテンツを記憶し、いずれかのコンテンツに関連付けられるとともに
位置情報と対応付けて登録された登録情報を記憶した記憶手段と、
　前記携帯端末から受信した端末位置情報に対応する地図情報、および当該地図情報の範
囲に含まれる位置情報と対応付けて登録された登録情報を前記携帯端末に送信する地図提
示手段と、
　前記携帯端末から受信した送信要求に対応するコンテンツを前記携帯端末に提供するコ
ンテンツ提供手段と、を有することを特徴とするコンテンツ取得システム。
【請求項２】
　前記携帯端末は、前記位置情報に対応付けてコメントを入力するコメント入力手段をさ
らに有し、
　前記サーバ装置は、前記携帯端末から受信したコメントを、受信した位置情報と対応付
けて登録情報として登録する情報登録手段をさらに有することを特徴とする請求項１に記
載のコンテンツ取得システム。
【請求項３】
　前記携帯端末におけるコンテンツ要求手段は、前記コンテンツの送信要求に先立って、
試聴データを要求し、当該試聴データを受信するものであり、
　前記サーバ装置におけるコンテンツ提供手段は、前記試聴データの要求に従って前記試
聴データを提供するものであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のコンテ
ンツ取得システム。
【請求項４】
　携帯端末が存在する位置に関連するコンテンツを、ネットワークを介してサーバ装置か
ら取得する携帯端末であって、
　前記携帯端末の位置情報である端末位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記端末位置情報を送信する位置情報送信手段と、
　前記送信した端末位置情報に対応する地図情報、および当該地図情報の範囲に含まれる
位置情報と対応付けて登録された登録情報を前記サーバ装置から受信する受信手段と、
　前記登録情報をその位置情報に基づいて前記地図情報上に表示する表示手段と、
　前記地図情報上に表示された登録情報に対応するコンテンツの送信要求を前記サーバ装
置に対して行うコンテンツ要求手段と、
　前記送信要求に従って前記サーバ装置から受信したコンテンツを登録するコンテンツ登
録手段と、
　を有することを特徴とする携帯端末。
【請求項５】
　携帯端末が存在する位置に関連するコンテンツを、ネットワークを介して携帯端末に提
供するサーバ装置であって、
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　提供対象であるコンテンツを記憶し、いずれかのコンテンツに関連付けられるとともに
位置情報と対応付けて登録された登録情報を記憶した記憶手段と、
　前記携帯端末から受信した端末位置情報に対応する地図情報、および当該地図情報の範
囲に含まれる位置情報と対応付けて登録された登録情報を前記携帯端末に送信する地図提
示手段と、
　前記携帯端末から受信した送信要求に対応するコンテンツを前記携帯端末に提供するコ
ンテンツ提供手段と、
　を有することを特徴とするサーバ装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の携帯端末として、端末装置を機能させるためのプログラム。
【請求項７】
　請求項５に記載のサーバ装置として、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末が存在する位置に対応付けられたコンテンツを、携帯端末で取得す
るための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以前より、インターネット上に公開された様々なコンテンツを、端末装置で取得するこ
とが行われている。最近では、コンテンツ取得の態様も様々になっており、例えば、ＧＰ
Ｓ（Global Positioning System）を搭載した端末装置を利用して、端末装置の位置情報
をコンテンツサーバに送信し、コンテンツサーバから位置情報に関連するコンテンツを取
得する技術も提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２４５０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、コンテンツが地名、日時等の属性情
報に対応付けられており、ＧＰＳにより取得した緯度・経度等の位置情報と直接対応して
いない。すなわち、地名等の広範囲にコンテンツが対応付けられているため、詳細な位置
を特定してコンテンツを取得することができないという問題がある。また、上記特許文献
１に記載の技術では、利用者が、位置情報に対応してコンテンツに関連する情報を登録す
ることができないという問題がある。
【０００４】
　上記のような点に鑑み、本発明は、携帯端末の現在位置に対応したコンテンツを詳細な
位置に基づいて取得することが可能であるとともに、利用者がコンテンツに関する情報を
登録することが可能なコンテンツ提供システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明第１の態様では、携帯端末が存在する位置に関連する
コンテンツを、ネットワークを介してサーバ装置から取得するシステムであって、前記携
帯端末は、当該携帯端末の位置情報である端末位置情報を取得する位置情報取得手段と、
前記端末位置情報を送信する位置情報送信手段と、前記送信した端末位置情報に対応する
地図情報、および当該地図情報の範囲に含まれる位置情報と対応付けて登録された登録情
報を前記サーバ装置から受信する受信手段と、前記登録情報をその位置情報に基づいて前
記地図情報上に表示する表示手段と、前記地図情報上に表示された登録情報に対応するコ
ンテンツの送信要求を前記サーバ装置に対して行うコンテンツ要求手段と、前記送信要求
に従って前記サーバ装置から受信したコンテンツを登録するコンテンツ登録手段と、を有
し、前記サーバ装置は、提供対象であるコンテンツを記憶し、いずれかのコンテンツに関
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連付けられるとともに位置情報と対応付けて登録された登録情報を記憶した記憶手段と、
前記携帯端末から受信した端末位置情報に対応する地図情報、および当該地図情報の範囲
に含まれる位置情報と対応付けて登録された登録情報を前記携帯端末に送信する地図提示
手段と、前記携帯端末から受信した送信要求に対応するコンテンツを前記携帯端末に提供
するコンテンツ提供手段を有するコンテンツ取得システムを提供する。
【０００６】
　本発明第１の態様によれば、サーバ装置に、コンテンツを記憶するとともに、コンテン
ツに関連付けられ、位置情報と対応付けて登録された登録情報を記憶しておき、携帯端末
が自身の端末位置情報をサーバ装置に送信して、自身の現在位置に対応する地図を受信し
て表示するとともに、その地図範囲に含まれる登録情報を表示し、登録情報に対応するコ
ンテンツの要求を行って、サーバ装置からコンテンツを取得するようにしたので、携帯端
末の現在位置に対応したコンテンツを詳細な位置に基づいて取得することが可能となる。
【０００７】
　また、本発明第２の態様では、本発明第１の態様のコンテンツ取得システムにおいて、
前記携帯端末は、前記位置情報に対応付けてコメントを入力するコメント入力手段をさら
に有し、前記サーバ装置は、前記携帯端末から受信したコメントを、受信した位置情報と
対応付けて登録情報として登録する情報登録手段をさらに有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明第２の態様によれば、携帯端末において、位置情報に対応付けてコメントを入力
し、サーバ装置において、携帯端末から受信したコメントを、受信した位置情報と対応付
けて登録情報として登録するようにしたので、利用者がコンテンツに関する情報を登録す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、携帯端末の現在位置に対応したコンテンツを詳細な位置に基づいて取
得することが可能となるとともに、利用者がコンテンツに関する情報を登録することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（１．１．コンテンツ提供システムの構成）
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発
明に係るコンテンツ提供システムの一実施形態の構成図である。図１において、１００は
携帯端末、２００はサーバ装置、２１０は記憶手段、２２０は地図提示手段、２３０はコ
ンテンツ送信手段、２４０は情報登録手段、３００は決済システムである。
【００１１】
　携帯端末１００は、ＣＰＵ、記憶装置、表示装置、ＧＰＳ機能等を備え、インターネッ
ト等のコンピュータネットワークを介してサーバ装置２００とデータの送受信が可能な端
末装置であり、ＣＰＵが専用のプログラムを実行することにより、位置情報取得手段、受
信手段、表示手段、コンテンツ要求手段、コンテンツ登録手段として機能する。現実には
、インターネット接続等の機能を有する市販の携帯電話機に専用のプログラムを組み込む
ことにより実現される。サーバ装置２００は、Ｗｅｂサーバ機能を備えたサーバコンピュ
ータであり、記憶手段２１０、地図提示手段２２０、コンテンツ送信手段２３０、情報登
録手段２４０を有する。
【００１２】
　記憶手段２１０は、サーバ装置２００を実現するサーバコンピュータに内蔵または接続
されたハードディスク等の記憶装置であり、サーバ装置２００の処理に必要な情報、サー
バ装置２００の処理により生じる情報等を記憶する。地図提示手段２２０は、携帯端末１
００から受信した位置情報に応じて、所定地域の所定範囲の地図を携帯端末１００に対し
て提示する。地図提示手段２２０による地図提示機能は、既にネットワーク上で携帯電話
機等に対して行われている電子地図の提供サービスと同じであり、公知の技術により実現
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される。コンテンツ送信手段２３０は、携帯端末１００から送信されたコンテンツ送信要
求に従って対応するコンテンツを携帯端末１００に送信する。情報登録手段２４０は、携
帯端末１００から受信した位置情報と、入力されたコメントを対応付けて記憶手段２１０
に登録する。
【００１３】
　図２は、記憶手段２１０に記憶された情報の一例を示す図である。記憶手段２１０には
、コンテンツデータ（本実施形態では、楽曲データ）が多数記憶されており、コンテンツ
データに対応するコンテンツマスタで管理されている。図２（ａ）は、コンテンツマスタ
を示す。コンテンツマスタは、コンテンツを特定する識別情報であるコンテンツＩＤ、そ
のコンテンツの曲名、価格、アーティスト名、そのコンテンツが属するカテゴリ、コンテ
ンツデータが格納されている記憶手段２１０内のアドレスの各項目により管理されている
。
【００１４】
　本システムは、会員登録した利用者のみが利用可能となっている。したがって、利用者
は事前に会員登録を行う。会員登録の際は、利用者は会員名を入力する。会員名は、本名
に限定されず、ニックネーム等であっても良い。入力された会員名は、会員を特定する識
別情報である会員ＩＤと対応付けて、図２（ｂ）に示したような会員マスタとして、記憶
手段２１０に登録される。
【００１５】
　本システムでは、位置情報と対応付けて利用者が登録した情報は、登録情報として管理
される。図２（ｃ）に登録情報を管理する登録ワークの一例を示す。図２（ｃ）に示すよ
うに、登録ワークは、登録情報を特定するための識別情報である登録ＩＤ、その登録情報
を登録した会員の会員ＩＤ、その登録情報に対応付けられたコンテンツのコンテンツＩＤ
、位置情報（緯度・経度）、会員が入力したコメントの各項目により管理される。
【００１６】
　その他にも、記憶手段２１０には、全国の地図情報や、携帯端末１００におけるグラフ
ィックインターフェースとなる画面データが複数格納されている。地図情報は、位置情報
（緯度・経度）と対応付けて管理されている。また、画面データは、ＨＴＭＬ（Hyper Te
xt Markup Language）により記述されている。
【００１７】
　また、本システムは、ネットワークを介して決済システム３００に接続されており、本
システムから決済に必要な情報を送信すると、決済システム３００が決済処理を行い、決
済終了信号を本システムに送信する。決済システム３００は、金融機関等により管理され
るコンピュータにより実現される。このような決済システムは、公知のものであるので詳
細な説明は省略する。
【００１８】
（１．２．コンテンツ提供システムの処理動作）
　次に、図１に示したコンテンツ提供システムの処理動作について説明する。まず、利用
者は、自身が保持している携帯端末１００を、コンテンツサービスモードに設定する。す
ると、携帯端末１００は、コンテンツサービスモードを実行するアプリケーションプログ
ラムを起動し、携帯端末１００がコンテンツ提供システムの一部として機能する。携帯端
末１００は、内蔵するＧＰＳ機能により定期的に緯度・経度の位置情報を取得しているが
、コンテンツサービスモードに設定されると、取得した位置情報を携帯端末１００の位置
情報を示す端末位置情報として、サーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、
携帯端末１００から端末位置情報を受信すると、地図提示手段２２０が受信した端末位置
情報を中心とする所定範囲の地図データを切り出して、記憶手段２１０から抽出し、位置
情報の送信元である携帯端末１００に送信する。
【００１９】
　さらに、地図提示手段２２０は、切り出した地図データの範囲に対応する位置情報（緯
度・経度）で記憶手段２１０内の登録ワークを参照し、該当する登録情報を抽出する。そ
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して、抽出した登録情報を位置情報と対応付けて携帯端末１００に送信する。携帯端末１
００は、地図情報を受信すると、携帯端末１００の画面に地図情報を表示させる。さらに
、受信した登録情報を、その位置情報に対応する地図上の位置に重ねて表示させる。この
ときの表示画面の状態を図３に示す。
【００２０】
　図３の例では、表示された地図の範囲に登録情報が１つだけであった場合を示している
。図３に示すように、携帯端末１００の画面には、登録情報のうち、曲名、登録者、時間
帯が表示されている。このうち、曲名はコンテンツマスタの曲名に対応し、登録者は会員
マスタの会員名に対応し、時間帯は登録ワークの登録時間帯に対応する。また、ＧＰＳ機
能により取得した携帯端末１００の位置情報に対応する地図上の位置に、○の中に×を重
ねた印が携帯端末１００の現在位置を示す現在地マークとして表示される。この現在地マ
ークは、地図の中央に表示されることになる。
【００２１】
　図３の画面において、下線が表示された曲名である「軍艦マーチ」の部分をクリックす
ると、携帯端末１００は、登録ＩＤとともにコンテンツ試聴画面を要求する信号をサーバ
装置２００に送信する。サーバ装置２００では、コンテンツ提供手段２３０が、受信した
登録ＩＤで登録ワークを参照してコメントおよびコンテンツＩＤを取得する。続いて、コ
ンテンツ提供手段２３０は、取得したコンテンツＩＤでコンテンツマスタを参照して、曲
名、価格、アルバム名、アーティスト名、画像格納アドレスを取得する。また、コンテン
ツ提供手段２３０は、携帯端末１００からの要求信号に従って、コンテンツ試聴画面の画
面データを記憶手段２１０から抽出し、この画面データに、曲名、価格、アルバム名、ア
ーティスト名、画像格納アドレスを組み込んで、携帯端末１００に送信する。携帯端末１
００では、ブラウザの処理により、受信した画面データをコンテンツ試聴画面として表示
する。
【００２２】
　図４（ａ）は、携帯端末１００に表示されたコンテンツ試聴画面の一例を示す図である
。図４（ａ）に示すように、コンテンツ試聴画面には、曲名、その曲名が入っているアル
バム、その曲を演奏・歌唱等しているアーティスト、購入価格、コメントが表示されると
とともに、画像が表示される。画像は、例えばＣＤジャケットを撮影したもの等、その楽
曲を表現するものが用いられる。
【００２３】
　図４（ａ）のコンテンツ試聴画面においては、価格の右側に下線付きで“試聴”と表示
されている。コンテンツ試聴画面の画面データにおける“試聴”と表示された部分には、
そのコンテンツのコンテンツＩＤおよび試聴データを要求する命令が記述されている。利
用者が、試聴したいと考えた場合、この部分をクリックすると、携帯端末１００は、その
コンテンツのコンテンツＩＤおよび試聴用データを要求する信号をサーバ装置２００に送
信する。サーバ装置２００では、コンテンツ提供手段２３０が、受信したコンテンツＩＤ
に対応する試聴用データを記憶手段２１０から抽出して、携帯端末１００にストリーミン
グ送信する。
【００２４】
　携帯端末１００では、受信した試聴用データのストリーミング再生処理をして、スピー
カから楽曲として出力する。試聴用データの場合、ダウンロードではなくストリーミング
とするのは、携帯端末１００にデータが残らないようにするためである。ストリーミング
送信およびストリーミング再生の具体的な処理については、公知の技術であるので詳細な
説明は省略する。
【００２５】
　試聴データのストリーミング再生処理が終了したら、携帯端末１００は、その楽曲の購
入確認画面を要求する信号をサーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、コン
テンツ提供手段２３０が、受信した要求信号に対応する購入確認画面の画面データを記憶
手段２１０から抽出して、携帯端末１００に送信する。携帯端末１００では、ブラウザの
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処理により、受信した画面データを購入確認画面として表示する。
【００２６】
　図４（ｂ）は、携帯端末１００に表示された購入確認画面の一例を示す図である。図４
（ｂ）に示すように、購入確認画面は、コメントがない点、“試聴”に代えて、下線付き
で“購入しますか？”と表示されている点が、コンテンツ試聴画面と異なっているが、そ
の他は同一である。この購入確認画面において、利用者が、その楽曲コンテンツを購入し
たいと考えた場合、この部分をクリックすると、携帯端末１００は、その楽曲のコンテン
ツ購入画面を要求する信号をサーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、コン
テンツ提供手段２３０が、受信した要求信号に対応するコンテンツ購入画面の画面データ
を記憶手段２１０から抽出して、携帯端末１００に送信する。携帯端末１００では、ブラ
ウザの処理により、受信した画面データをコンテンツ購入画面として表示する。
【００２７】
　図４（ｃ）は、携帯端末１００に表示されたコンテンツ購入画面の一例を示す図である
。図４（ｃ）に示すように、コンテンツ購入画面は、“購入しますか？”に代えて、下線
付きで“ダウンロード”と表示されている点が、購入確認画面と異なっているが、その他
は同一である。このコンテンツ購入画面において、利用者が、この部分をクリックすると
、携帯端末１００は、その楽曲のコンテンツデータを要求する信号とともに、決済用情報
をサーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、コンテンツ提供手段２３０が、
受信した決済用情報を決済システム３００に送信し、決済システム３００から決済終了信
号を受信する。決済システム３００から決済終了信号を受信したら、サーバ装置２００は
、携帯端末１００からの要求信号に対応するコンテンツデータを記憶手段２１０から抽出
して、携帯端末１００に送信する。携帯端末１００は、サーバ装置２００から受信したコ
ンテンツデータを、内蔵の記憶装置に保存する。
【００２８】
　以上のようにして、コンテンツ提供システムを利用することにより、利用者は自分がい
る位置を含む地図を画面に表示し、その範囲に含まれる位置に対応して登録されているコ
ンテンツの試聴、取得を行うことができる。本コンテンツ提供システムで提供されるコン
テンツは、管理者側で用意され、記憶手段２１０に登録されているものであるが、位置情
報との対応付けは、利用者により行われる。次に、このような情報の登録について説明す
る。
【００２９】
　上述のように、利用者が、自身が保持している携帯端末１００を、コンテンツサービス
モードに設定すると、携帯端末１００は、コンテンツサービスモードを実行するアプリケ
ーションプログラムを起動し、携帯端末１００がコンテンツ提供システムの一部として機
能する。そして、携帯端末１００は、内蔵するＧＰＳ機能により取得した位置情報をサー
バ装置２００に送信し、サーバ装置２００から受信した地図情報を、画面に表示させる。
さらに、受信したコンテンツ登録情報を、受信した位置情報に対応する地図上の位置に重
ね、図３に示したように表示させる。
【００３０】
　この状態で、利用者が携帯端末１００に対して、コメント入力する旨を指示すると、携
帯端末１００は、位置情報とともに、コンテンツ検索画面を要求する信号をサーバ装置２
００に送信する。サーバ装置２００では、情報登録手段２４０が、コンテンツ検索画面の
画面データを記憶手段２１０から抽出し、受信した位置情報を組み込んだ後、携帯端末１
００に送信する。携帯端末１００では、ブラウザの処理により、受信した画面データをコ
ンテンツ検索画面として表示する。
【００３１】
　図５（ａ）は、携帯端末１００に表示されたコンテンツ検索画面の一例を示す図である
。図５（ａ）に示すように、コンテンツ検索画面には、最上部に携帯端末１００の現在の
位置が表示されるとともに、曲目選択を可能とする情報が表示される。位置については、
緯度、経度が表示される。曲目選択については、カテゴリとアーティスト名に分かれてい
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る。カテゴリについては、表示された選択肢の中から選択可能となっており、アーティス
ト名については、ア行、カ行等の単位から絞り込んで特定可能となっている。カテゴリお
よびアーティスト名を特定された後、検索ボタンがクリックされると、携帯端末１００は
、選択されたカテゴリ、特定されたアーティストを示す情報とともに、コンテンツ選択画
面を要求する信号をサーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、情報登録手段
２４０が、受信したカテゴリ、アーティストを示す情報に従って、そのカテゴリ、アーテ
ィストで特定される曲名と、コンテンツ選択画面の画面データを記憶手段２１０から抽出
し、曲名を組み込んだ後、コンテンツ選択画面の画面データを携帯端末１００に送信する
。携帯端末１００では、ブラウザの処理により、受信した画面データをコンテンツ選択画
面として表示する。
【００３２】
　図５（ｂ）は、携帯端末１００に表示されたコンテンツ選択画面の一例を示す図である
。図５（ｂ）においても、コンテンツ検索画面と同様、最上部には位置情報が表示されて
いる。曲目選択においては、カテゴリとアーティスト名が特定されており、特定されたア
ーティストに対応する曲名が表示されている。曲名が選択された後、選択ボタンがクリッ
クされると、携帯端末１００は、選択された曲名を示す情報とともに、コメント入力画面
を要求する信号をサーバ装置２００に送信する。サーバ装置２００では、情報登録手段２
４０が、受信した曲名を示す情報に従って、コメント入力画面の画面データを記憶手段２
１０から抽出し、曲名を組み込んだ後、コメント入力画面の画面データを携帯端末１００
に送信する。携帯端末１００では、ブラウザの処理により、受信した画面データをコメン
ト入力画面として表示する。
【００３３】
　図５（ｃ）は、携帯端末１００に表示されたコメント入力画面の一例を示す図である。
図５（ｃ）においても、コンテンツ検索画面、コンテンツ選択画面と同様、最上部には位
置情報が表示されている。図５（ｃ）に示すように、コメント入力画面には、〔選択曲〕
として、コンテンツ選択画面において選択された曲名が、アーティスト名とともに表示さ
れる。コメント入力画面の最下部には矩形状のコメント入力欄が表示される。コメント入
力欄には、利用者がテキスト形式でコメント入力することが可能となっている。コメント
入力画面右上部に網掛けで示した矩形部分は、画像を示している。この画像は、図４に示
した各画面と同様、例えばＣＤジャケットを撮影したもの等、その楽曲を表現するものが
用いられる。
【００３４】
　利用者が、コメント入力欄にコメントを入力した後、登録ボタンがクリックされると、
携帯端末１００は、選択されている曲名とともに、入力されたコメントをサーバ装置２０
０に送信する。サーバ装置２００では、情報登録手段２４０が、受信した曲名で記憶手段
２１０を検索し、その曲名に対応付けて、受信したコメントを登録する。このようにして
登録されたコメントは、図４（ａ）のコンテンツ試聴画面において他の利用者が閲覧可能
となる。
【００３５】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
ず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、携帯端末１００における位置
情報取得手段としてＧＰＳ機能を採用したが、例えば、（株）ＮＴＴドコモが提供してい
る“オープンｉエリア”サービスに代表されるような、基地局情報を利用した位置情報特
定機能を利用するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係るコンテンツ提供システムの一実施形態の構成図である。
【図２】記憶手段２１０に記憶された情報の一例を示す図である。
【図３】携帯端末１００に表示された地図画面の様子を示す図である。
【図４】携帯端末１００に表示されたコンテンツ購入のための一連の画面を示す図である
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【図５】携帯端末１００に表示されたコメント入力のための一連の画面を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
        １００・・・携帯端末
        ２００・・・サーバ装置
        ２１０・・・記憶手段
        ２２０・・・地図提示手段
        ２３０・・・コンテンツ提供手段
        ２４０・・・情報登録手段
        ３００・・・決済システム

【図１】 【図２】
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